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新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証 5 号に係る 

追加指定業種の公表について【情報提供】 

 

 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証 5 号に係る緊急業況調

査におきましては、令和 2年 3月 9日付の事務連絡で調査結果をご報告したところです

が、この度、国土交通省より、追加指定業種が公表となった旨の情報提供がありました

ので、ご報告いたします。 

この度の調査におきましては、ご多用のところ短期間でのご協力を賜り、誠にありが

とうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

＜指定結果＞ 

下記 URL で公表されている通り、「一般土木建築工事業」は、令和 2 年 3 月 13 日～

令和 2 年 3 月 31日の期間で、追加指定業種となっております。 

 

※新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます 

（危機関連保証の発動、セーフティネット保証 5号の追加指定等） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html 

 

 

併せて、下記の新型コロナウイルス感染症関連の支援策もご確認ください。 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

（ご参考：セーフティネット保証 5号について） 

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm 

 

以上 
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